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防火建築基準法違反 フォローアップ調査結果発表 

違反個室ビデオ７６％見届け老人ホーム６１％ 
 

国土交通省は、１２月１７日に全国の特定行政庁に依頼していた建築基準法違反(防火・避難関係規定）に係わる 

フォローアップ調査の状況について平成２５年９月３０日時点で区切り、その状況をとりまとめたとしてその結果を 

公表した。 

国土交通省は、次に掲げるような火災を受け、全国の特定行政庁に個室ビデオ店等の建築基準法違反(防火・避難 

関係規定）に係わるフォローアップ調査を依頼していた。 

平成２０年１０月１日大阪市浪速区の個室ビデオ店火災、平成２１年３月１９日に群馬県渋川市の老人ホームの火災、平成 

２２年３月１３日の札幌市の認知症高齢者グループホーム火災、平成２５年２月８日に長崎市の認知症高齢者グループ 

ホームで発生した火災及び、平成２４年５月１３日に広島県福山市ホテルの火災。 

 

調査・対象                                                                      

個室ビデオ店・未届の有料老人ホーム・認知症高齢者グループホーム・ホテル・旅館等に係わるフォローアップ調査。 

前記各種建築物の、建築基準法令(防火・避難関係規定)への適合状況を調査する。 

 

個室ビデオ店                                                                    

発表された調査結果は別掲表で見るとおりで、先ず、個室ビデオ店等では、調査した８,２９９件の店舗のうち、３,２０６件 

の違反が把握された。違反店の割合は約３９％であったという。 

個別に見ると、個室ビデオ店は約７６％、カラオケボックスは約３２％、漫画喫茶・インターネットカフェは約４５％、 

テレフォンクラブは約７６％であったという。 

(註・別掲表の数字で計算するとその割合は異なるが、本紙は、国交省発表資料をそのまま転載している。 

表との誤差は調査途中で廃業したもの、また、対象数に対し、実際に調査ができた数が少ない場合があり、取りまとめ 

中に新たに把握されたものを件数に加えたなどの注釈があるので、それらが関係したものと思われる。)  

 

未届有料老人ホーム                                                               

未届有料老人ホームでは、調査した６３６の店舗のうち、３８３件の違反が把握された。 

違反店の割合は約６１％であったという。 

 

認知症ホーム                                                                    

認知症高齢者グループホームでは、調査した１１,６２５件のうち、１,７８０件の違反が把握された。 

違反店の割合は約１５％であったという。 

 

ホテル・旅館等                                                                   

ホテル・旅館等では、調査した１,７７０店のうち、８４９件の違反が把握された。違反店の割合は４８％であったという。 
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